
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
七
号

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
、
指
定

施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
及
び
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

【
省
略
・
新
旧
対
照
表
を
参
照
の
こ
と
】



一
頁

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準(

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
六
号)

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

八

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期

入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

⑴

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定

(Ⅰ)

短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で

⑴

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ

あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

㈡

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の

⑵

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数

数
（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保

（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

健
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看

設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看
護
職
員

護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
ユ
ニ

又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分

ッ
ト
部
分
（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「

る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
介
護
老
人
保
健

介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る

施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
下
ロ
及
び
第
三
十
四
号
に
お
い
て
同
じ

い
う
。
以
下
ロ
及
び
第
三
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に

。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常

係
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
指
定

勤
換
算
方
法
で
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
当

短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の

該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
数
の
合
計
数
が
三
又
は
そ
の
端

入
所
者
の
数
の
合
計
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で

数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

㈢

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員

⑶

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等

等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
（
平
成
十
二

の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
（
平
成
十
二
年
厚

年
厚
生
省
告
示
第
二
十
七
号
。
以
下
「
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法

生
省
告
示
第
二
十
七
号
。
以
下
「
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
」
と
い

」
と
い
う
。
）
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い

う
。
）
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

こ
と
。



二
頁

⑵

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定

(Ⅱ)

短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
附
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
転
換

を
行
っ
て
開
設
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

㈡

算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
三
月
間
に
お
け
る
利
用
者
等
（
当
該
介

護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
利
用

者
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
喀
痰
吸
引
若
し
く
は
経
管
栄
養
が
実

か
く
た
ん

施
さ
れ
た
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
又
は
著
し
い
精
神
症
状

、
周
辺
症
状
若
し
く
は
重
篤
な
身
体
疾
患
が
見
ら
れ
専
門
医
療
を
必

要
と
す
る
認
知
症
高
齢
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
以
上
で
あ

る
こ
と
。

㈢

⑴
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定

(Ⅲ)

短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

⑵
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

利
用
者
等
の
合
計
数
が
四
十
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定

(Ⅰ)

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

イ
⑴
㈠
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

イ
⑴
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の

⑵

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数

数
（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保

（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

健
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看

設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看
護
職
員

護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
ユ
ニ

又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分

ッ
ト
部
分
に
係
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算

に
係
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
指

方
法
で
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
当
該
介
護

定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設



三
頁

老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
数
の
合
計
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増

の
入
所
者
の
数
の
合
計
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

㈢

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
基
準
に
該

⑶

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
イ
⑶
に
規

定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定

(Ⅱ)

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

⑴
㈡
及
び
㈢
並
び
に
イ
⑵
㈠
及
び
㈡
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定

(Ⅲ)

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

⑵
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

利
用
者
等
の
合
計
数
が
四
十
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ホ

病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短

ホ

病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短

期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

⑴

病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指

(Ⅰ)

定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
（
医
療
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規

⑴

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
（
医
療
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定

定
の
適
用
を
受
け
る
病
院
に
限
る
。
）
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養

の
適
用
を
受
け
る
病
院
に
限
る
。
）
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

㈡

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有

⑵

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有
す

す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ

る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト

ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

、
当
該
療
養
病
棟
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ

療
養
病
棟
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以

ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法

外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療

で
、
当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者

養
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院

の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

患
者
の
数
の
合
計
数
が
八
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ

と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

㈢

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有

⑶

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有
す

す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ

る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
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ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

、
当
該
療
養
病
棟
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ

療
養
病
棟
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以

ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法

外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療

で
、
当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者

養
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院

の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

患
者
の
数
の
合
計
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ

と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

㈣

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
に
該

⑷

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

し
て
い
な
い
こ
と
。

㈤

当
該
療
養
病
棟
の
病
室
が
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第

⑸

当
該
療
養
病
棟
の
病
室
が
医
療
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
二

二
号
の
二
、
第
三
号
イ
及
び
第
十
一
号
イ
（
同
規
則
第
五
十
一
条
の

号
の
二
、
第
三
号
イ
及
び
第
十
一
号
イ
（
同
令
第
五
十
一
条
の
規
定
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当

適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

㈥

ニ
⑴
㈣
、
㈦
及
び
㈧
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑹

ニ
⑴
㈣
、
㈦
及
び
㈧
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指

(Ⅱ)

定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有

す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ

ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
療
養
病
棟
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ

ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法

で
、
当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者

の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
八
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

⑴
㈠
及
び
㈢
か
ら
㈥
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型

ヘ

ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指

病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期

定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

ニ
⑴
㈠
、
㈣
及
び
㈥
か
ら
㈧
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

ニ
⑴
㈠
、
㈣
及
び
㈥
か
ら
㈧
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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㈡

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有

⑵

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有
す

す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ

る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト

ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

、
当
該
療
養
病
棟
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ

療
養
病
棟
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に

ト
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療

係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療
養
病
棟
に
お

養
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入

け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の

院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

㈢

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有

⑶

当
該
療
養
病
棟
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
療
養
病
棟
を
有
す

す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ

る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト

ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

、
当
該
療
養
病
棟
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ

療
養
病
棟
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
療
養
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に

ト
部
分
に
係
る
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療

係
る
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
療
養
病
棟
に
お

養
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入

け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の
数
の

院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

合
計
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

㈣

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
ロ
⑶
に
規
定
す
る
基
準
に
該

⑷

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
ロ
⑶
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

し
て
い
な
い
こ
と
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

⑴
㈡
か
ら
㈣
ま
で
並
び
に
ホ
⑴
㈠
、
㈤
及
び
㈥
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ト
～
カ

（
略
）

ト
～
カ

（
略
）

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
一

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
算
の
施
設
基

準イ

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

⑴

介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
附
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
転
換
を
行
う

直
前
に
お
い
て
、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経

(Ⅰ)

過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
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設
サ
ー
ビ
ス
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

ス
費
、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト

(Ⅱ)

型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
る
指
定
介

(Ⅱ)

護
療
養
型
医
療
施
設
を
有
す
る
病
院
で
あ
っ
た
介
護
老
人
保
健
施
設
で

あ
る
こ
と
。

⑵

介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
附
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
転
換
を
行
う

直
前
に
お
い
て
、
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
（
基
本
診
療
料
の
施
設
基

準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
新
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
」
と
い
う
。
）
第
五
の
三
⑵

イ
②
に
規
定
す
る
二
十
対
一
配
置
病
棟
又
は
新
基
本
診
療
料
の
施
設
基

準
等
に
よ
る
廃
止
前
の
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
九
十
三
号
）
第
五
の
三
⑵
ロ
①
２
に
規
定
す
る
二
十

対
一
配
置
病
棟
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
た
介
護
老
人
保
健

施
設
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
の

う
ち
、
介
護
職
員
の
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介

護
の
利
用
者
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
数
の
合
計

数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

通
所
介
護
等
の
算
定
方
法
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い

な
い
こ
と
。

十
二
・
十
三

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

十
四

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

十
三

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期

(Ⅰ)

(Ⅰ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院

(i)

(Ⅰ)

(i)

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅱ)

(i)

(Ⅱ)

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護

護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短

(Ⅲ)

(i)

(Ⅲ)

費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期

期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(i)

(Ⅰ)

(i)

入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院

、
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
療
養
病
床
短

(i)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介

期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(i)

(i)

(Ⅱ)
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護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経

診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所

(Ⅲ)

(i)

(i)

過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養

療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(i)

介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(i)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入

(i)

(i)

(Ⅲ)

療
養
介
護
費

の
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所

所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症

(Ⅰ)

(i)

(i)

(Ⅳ)

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養

疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅱ)

(i)

介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型

費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
経
過

(i)

(Ⅰ)

(Ⅴ)

(i)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
基
準
適
合
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護

(i)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療

費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大

(i)

(Ⅰ)

養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患

臣
が
定
め
る
基
準

(Ⅲ)

(i)

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅳ)

(i)

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所

(Ⅴ)

療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

(i)

(Ⅰ)

基
準
適
合
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入

(Ⅰ)

所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

ロ

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設

ロ

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期

(Ⅰ)

(Ⅱ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護

護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期

期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院

、
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
療
養
病
床
短

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介

期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経

診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所

(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅱ)

過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養

療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

療
養
介
護
費

の
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所

所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅳ)

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養

疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅱ)

(ⅱ)

介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型

費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
経
過

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅴ)

(ⅱ)
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短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
基
準
適
合
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療

費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大

(ⅱ)

(Ⅱ)

養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患

臣
が
定
め
る
基
準

(Ⅲ)

(ⅱ)

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅳ)

(ⅱ)

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所

(Ⅴ)

療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

(ⅱ)

(Ⅱ)

基
準
適
合
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入

(Ⅱ)

所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
療

(i)

(Ⅰ)

老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健

養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入

(Ⅱ)

(Ⅰ)

施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
認
知

(i)

(Ⅰ)

(i)

入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養

症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅲ)

(Ⅱ)

介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ

護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働

(i)

(Ⅰ)

(i)

ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト

大
臣
が
定
め
る
基
準

(Ⅰ)

型
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾

(Ⅰ)

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅰ)

又
は
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期

(i)

(Ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別

(i)

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
療
養
室
等
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
療
養
室
等
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十

五
条
の
二
に
規
定
す
る
療
養
室
等
を
い
う
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
条
の
二
に
規
定
す
る
療
養
室
等
を
い
う
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑶

又
は
指

（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑶

又
は
指

(i)

(i)

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑶

、
第

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑶

、
第

(i)

(i)

四
十
条
第
二
項
第
一
号
イ

若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ

四
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑶

若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ

⑶
(i)

(i)

⑶

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

⑶

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

(i)

(i)

る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

三
十
九
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）

三
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
三
号
、
第
十
七
号
及
び
第
二
十
二
号
に

附
則
第
五
条
第
一
項
又
は
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五



九
頁

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
者
に

条
第
一
項
又
は
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
場
合
を
含
む
。
）
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
者
に
対
し
て
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ

ニ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ

(Ⅰ)

(Ⅱ)

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
療

(ⅱ)

(Ⅱ)

老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健

養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入

(Ⅱ)

(Ⅱ)

施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)

(Ⅰ)

入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ

ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト

入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

(Ⅱ)

型
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾

(Ⅱ)

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所

(Ⅰ)

療
養
介
護
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ

(Ⅱ)

(ⅱ)

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

十
五
～
三
十

（
略
）

十
四
～
二
十
九

（
略
）

三
十
一

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
重
度
化
対
応
加
算
に
係
る
施
設

三
十

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
重
度
化
対
応
加
算
に
係
る
施
設
基

基
準

準

第
二
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
二

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
に
係
る

三
十
一

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
に
係
る

施
設
基
準

施
設
基
準

第
二
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
三

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る

三
十
二

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

第
二
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
四

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

三
十
三

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

イ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

イ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

の
施
設
基
準

ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

⑴

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー

⑴

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

(Ⅰ)



一
〇
頁

ビ
ス
の
施
設
基
準

ス
の
施
設
基
準

㈠

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、

ａ

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当

該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護

該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護

職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
（
介
護
老
人
保
健

職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
（
介
護
老
人
保
健

施
設
基
準
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以

施
設
基
準
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
入
所
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
入
所
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端

数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
基
準
に
該

ｂ

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
基
準
に
該

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑵

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健

(Ⅱ)

ビ
ス
の
施
設
基
準

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

㈠

平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

ａ

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、

の
間
に
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
附
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
転
換

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

を
行
っ
て
開
設
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
こ
と
。

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当

㈡

算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
十
二
月
間
に
お
け
る
新
規
入
所
者
の
総

該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
看
護
職
員
又
は
介

数
の
う
ち
、
医
療
機
関
を
退
院
し
入
所
し
た
者
の
占
め
る
割
合
か
ら

護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
居
者
の
数
が
三
又
は
そ

自
宅
等
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
予

ｂ

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
該

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

う
事
業
所
並
び
に
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
除
く
。
）
か
ら
入
所
し

た
者
の
占
め
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
数
が
百
分
の
三
十
五
以
上
で
あ

る
こ
と
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

㈢

算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
三
月
間
に
お
け
る
入
所
者
等
（
当
該
介

護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
利
用
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
喀
痰
吸
引
若
し
く
は
経
管
栄
養
が
実

か
く
た
ん

施
さ
れ
た
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
又
は
著
し
い
精
神
症
状

、
周
辺
症
状
若
し
く
は
重
篤
な
身
体
疾
患
が
見
ら
れ
専
門
医
療
を
必



一
一
頁

要
と
す
る
認
知
症
高
齢
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
以
上
で
あ

る
こ
と
。

㈣

⑴
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー

(Ⅲ)

ビ
ス
の
施
設
基
準

㈠

⑵
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

入
所
者
等
の
合
計
数
が
四
十
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施

ロ

小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模
介
護
保

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保

準

(Ⅰ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

⑴
・
⑵

（
略
）

㈠

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当

該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
看
護
職
員
又
は
介

護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
居
者
の
数
が
三
又
は
そ

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
該

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保

(Ⅱ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

⑴
及
び
イ
⑵
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保

(Ⅲ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

㈠

⑵
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

入
所
者
等
の
合
計
数
が
四
十
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
十
五

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

三
十
四

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準

準

イ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介

イ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
介
護

費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅰ)



一
二
頁

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ

臣
が
定
め
る
基
準

(Ⅲ)

(ⅰ)

き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

ロ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介

ロ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
介
護

費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ

臣
が
定
め
る
基
準

(Ⅲ)

(ⅱ)

き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模

(Ⅰ)

(Ⅰ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施

に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

(ⅰ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定

(Ⅲ)

(ⅰ)

す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準

（
略
）

（
略
）

ニ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健

ニ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模

(Ⅰ)

(Ⅱ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施

に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

(ⅱ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定

(Ⅲ)

(ⅱ)

す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準

（
略
）

（
略
）

三
十
六
～
三
十
九

（
略
）

三
十
五
～
三
十
八

（
略
）

四
十

介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
算
の
施
設
基
準

第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
「
第

四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
十
一

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

三
十
九

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

イ

療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施

イ

療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

第
八
号
ニ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
⑴
㈤

第
八
号
ニ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
⑴
㈤
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中
「
第
四
号
ロ
⑵
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
⑵
」
と
読
み
替
え
る

中
「
第
四
号
ロ
⑵
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
⑵
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

ロ

療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護

ロ

療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

第
八
号
ホ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ホ
⑴
㈣

第
八
号
ホ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ホ
⑷
中

中
「
第
四
号
ロ
⑵
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
⑵
」
と
読
み
替
え
る

「
第
四
号
ロ
⑵
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
⑵
」
と
読
み
替
え
る
も

も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
療

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定

養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

第
八
号
ヘ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ヘ
⑴
㈣

第
八
号
ヘ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ヘ
⑷
中

中
「
第
四
号
ロ
⑶
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
⑶
」
と
読
み
替
え
る

「
第
四
号
ロ
⑶
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
⑶
」
と
読
み
替
え
る
も

も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

ニ
～
チ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

四
十
二

（
略
）

四
十

（
略
）

四
十
三

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減

四
十
一

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減

算
の
施
設
基
準

算
の
施
設
基
準

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
十
四

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備
基
準

四
十
二

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備
基
準

減
算
の
施
設
基
準

減
算
の
施
設
基
準

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
十
五

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

四
十
三

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準

る
基
準

イ

療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

イ

療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養

ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養

(i)

(Ⅱ)

(i)

(Ⅱ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型

(i)

(Ⅲ)

(i)

(Ⅲ)

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

(i)

(i)

ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過

ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療

(Ⅰ)

(i)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診

(Ⅱ)

(i)

(Ⅱ)

ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護

療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設

(i)

(Ⅰ)

(i)
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療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の

サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知

(i)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(i)

診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

(i)

(Ⅱ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認

(Ⅰ)

(i)

(i)

(Ⅲ)

知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養

知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養

(Ⅱ)

(i)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

(i)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(i)

認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療

認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療

(i)

(Ⅴ)

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

(Ⅳ)

(i)

(i)

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護

ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚

(Ⅴ)

(Ⅰ)

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

(i)

ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に

(Ⅰ)

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

ロ

療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

ロ

療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養

ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

(ⅱ)

(ⅱ)

ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過

ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護

療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の

サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

(ⅱ)

(Ⅱ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費(

Ⅲ)

の

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養

認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療

(Ⅱ)

(ⅱ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費(

Ⅲ)

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(ⅱ)

(Ⅳ)

(ⅱ)

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護

(ⅱ)

(Ⅴ)

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ

(Ⅳ)

(ⅱ)

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介

ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に

(ⅱ)

(Ⅴ)

(Ⅱ)

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

(ⅱ)

サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別

(Ⅱ)

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準



一
五
頁

（
略
）

（
略
）

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診

(Ⅰ)

(Ⅰ)

養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介

療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介

(Ⅰ)

(Ⅰ)

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

(Ⅰ)

(Ⅰ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

(Ⅰ)

(i)

ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(i)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(i)

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大

(i)

べ
き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

臣
が
定
め
る
基
準

る
基
準

（
略
）

（
略
）

ニ

ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療

ニ

ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診

(Ⅱ)

(Ⅱ)

養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介

療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介

(Ⅱ)

(Ⅱ)

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

(Ⅱ)

(Ⅰ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

(Ⅰ)

(ⅱ)

ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大

(ⅱ)

べ
き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

臣
が
定
め
る
基
準

る
基
準

（
略
）

（
略
）

四
十
六
～
五
十
三

（
略
）

四
十
四
～
五
十
一

（
略
）

五
十
四

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加

算
の
施
設
基
準

第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
「
第

四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
号
イ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五
十
五

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環

五
十
二

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環

境
減
算
の
施
設
基
準

境
減
算
の
施
設
基
準

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
六

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備

五
十
三

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備

基
準
減
算
の
施
設
基
準

基
準
減
算
の
施
設
基
準

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。



一
六
頁

五
十
七

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

五
十
四

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準

定
め
る
基
準

第
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
八

従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療

五
十
五

従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
九

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
施
設
基
準

五
十
六

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
施
設
基
準

第
十
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

六
十

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準

五
十
七

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準

第
十
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

※

５
月
施
行
部
分


